
介護給付に関する周知事項について

盛岡市保健福祉部介護保険課受付給付係

令和６年度高齢者保健福祉関係行政等説明会



１.請求について（月末審査会の場合の取り扱い）

・月末に審査会が行われ要介護度が決定し、居宅届が提出

済みの場合であれば、審査会の翌月に請求が可能となりま

すので、請求をする場合は、今一度御確認ください。

例)

特に問合せの多い事項に関する取り扱いについて

審査会日 国保連への請求締切 居宅届の提出日 ６月の請求の可否

～５月31日

６月10日

～５月31日 可

～５月31日 ６月３日～ 否（※）

６月３日～ ～５月31日 否（※）

６月３日～ ６月３日～ 否（※）

※請求が可能となるのは、最短で７月の国保連への請求日



１.居宅届の支援開始日について

・居宅の支援開始日が、認定有効期間の開始日より前の

日付で記載されているものが散見されますので、提出さ

れる際には今一度確認をお願いいたします。

書類不備の多い事項について



２.住宅改修の書類の記載について

住宅改修の書類については、次のような不備が多く見受け
られますので、確認をお願いいたします。

● 住宅改修の承諾書や費用説明書の日付漏れ

● 住宅改修が必要な理由書をケアマネジャー以外の方が

作成された場合の資格証等の添付漏れ

書類不備の多い事項について



令和６年４月から一部の福祉用具（固定用スロープ・歩行
器・単点杖・多点杖）において、貸与と購入を選択できるよ
うになりましたが、購入をされる場合の取り扱いは次のとお
りです。

● 提出を求める書類（特定福祉用具購入と同様）

・福祉用具購入費支給申請書

・福祉用具のパンフレットまたはその写し

・領収書（原本）

● 支給限度基準額は、同一年度内１０万円

福祉用具の選択性の導入について



福祉用具の選択性の導入について

問合せの多い事項について

１．複数個購入が想定されるスロープについては、書類をどのように記載

すればよいですか。

⇒スロープについては、それぞれの設置場所を記載していただくようお願いいたします。

また、複数個購入される場合については、複数個購入が必要な理由を明記していただ

きますようお願いいたします。

２．選択制の対象となる福祉用具の購入では、これまでの特定福祉用具購

入時に必要な書類の他に追加で提出を求める書類はありますか。

⇒現時点では、別途書類の提出を求めるものはありませんが、

今後取扱いが変更になる場合には、事業所の皆様に一斉にお知らせいたします。


